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1.本 稿 の課題

英国(こ こでは主 としてイングランドとウェールズ)中 等教育においては1960年 代以降,11歳

プラス試験の廃止によって,三 分岐制から 「総合学校」(comprehensiveschoo1)へ の転換が進

んだ。その際同時に,義 務就学年限の延長(ROSLA)・ 能力混合学級編成 ・共通 カリキュラム・

コミ3テ ィ=ス クールといった考えが,「総合学校」の理念を貫徹するものとして主張 された。

このことは,「総合学校」への転換が,単 に,学 校や学級といった教育集団に生徒を配分する規

則 といったレベルでの制度的枠組の改革のみをめざす ものではなく,教 育の内容と方法をも貫 く

学校の原理 レベルでの改革を も含む全体的な教育改革をめざす可能性を有 していたことを示 して

いる。学校の原理とは,社 会とその社会における学校との関係が,い かなるものであるか,い か

なるものであるべきかについての理解を示すものであり,当 然 ある制度的枠組を正当化するが,

制度的枠組 に還元 し尽 くされるものではない。本稿では,「総合学校」の制度的枠組を 「総合制」,

その原理を 「総合性原理」 と呼ぶ(')。

英国においては 「総合学校」の支持派のなかでも多様な原理の主張が存在 していたことが認識

されており(2),「総合学校」を原理 レベルで検討することの重要性が主張されてきた(3)。しかし,

今 日に到るまで議論はともすれば 「総合学校」であるかいなかに集中 し,ど のような 「総合性」

を学校が もっているかという問いは無視されがちである。「総合学校」の原理 レベルでの検討に

踏み込んだ研究においても,後 述するように混乱が見られる。更に,日 本において 「総合学校」

が紹介 される際には,そ の混乱を引き継いだ形で紹介 しているものが多い㈲。そこで,本 稿では,

「総合学校」の原理を類型化 し,中 等学校の総合性を理論的に再定義することを課題としたい。

なお,学 校の原理の類型化には,個 々の学校が一っの原理 しかもたないという誤解を招 く危険

性があるが,一 っの学校が複数の原理の特徴を持ちうる可能性は指摘 しておきたい。類型化は,

「総合学校」に関わる論争点を明確にするたあのものである。
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2.統 合主 義原 理

2-1.定 義

「総合制」化を国家政策とした回章10/65に は,次 の段落が見 られる。「総合学校は,異 なる

興味と背景をもった,あ らゆる能力の生徒たちが,お 互いに混ざりあい,そ の接触から刺激を受

け,そ の過程で寛容と理解を学ぶことのできる,学 校共同体を創出することを目的とする。 しか

し,特 定の総合学校は,位 置する近隣の特徴を反映するであろう。 もしある学校のコミュニティ

がより多様性に欠けるものであり,教 育的な興味を励ます家庭からの生徒が少ない場合,そ の学

校では他地域の学校が享受 しているような刺激と活気に欠ける可能性がある。従 って,文 部大臣

は,地 方教育当局に,学 区を設定する際,学 校ができるだけ社会的 ・知能的な総合性を持っよう

保障することを,勧 める」(5)(下線は筆者による)。 この段落からは,次 の仮定を読み取ることが

できる。第一に,こ の段落は,生 徒たちが 「寛容 と理解」を学ぶという,学 校の社会的機能を強

調する。第二に,こ の機能は,生 徒たちが 「お互いに混ざりあ」 うことで実現すると仮定されて

いる。第三に,「総合学校」 は,近 隣学校であるより,異 なる社会的背景を もった生徒を持っ こ

とに重点をおいて理解されている。換言すれば,こ の段落は,こ の3点 をもって,「 総合学校」

の成否を判断する基準とする考えを示 しているのである。

「総合学校」を,こ のようなものとして理解する原理を,本 稿では統合主義原理と呼ぶ。この

命名は,ボ ールによる,次 の定義に従うものである。「統合主義的学校モデルは,社 会操作に基

づき,あ らゆる社会的背景を持 った子どもが同 じ学校にいくこと確実にすることによって,市 民

性の向上 と,寛 容 な,あ るいは社会意識の高い社会の獲得を強調するものである」(6)。

ここで注意すべきなのは,「平等主義者」 として分類される論者が,実 は統合主義原理を主張

している場合があるということである。例えば,1969年 マーズデンは,「平等主義的学校」 の成

功を判断する基準の一っを 「社会的階級 を縦断する混合」 としている(7)が,こ れは,統 合主義原

理の特徴 として分類されるべきものである。

統合主義原理に基づく 「総合学校」理解は,国 立教育研究財団の報告書(8)にも見られる。 この

原理は,主 として労働党,中 でもフェビアン改革者によって支持されたものであった(s)。「初期

フェビアン協会者たちは,実 際,初 等教育段階以降の多様化を,効 率的な 『能力主義』社会の維

持 という関心のもとに支持 していた。……60年代のフェビアンは,こ の考えを拒絶 し,選 抜に反

対す新 しい次元が加えられた。単に教育的な目標を持っのとはかけ離れ,総 合学校はいまや,結

合力の強 く調和的な社会をもたらすのを助ける,平 和的な社会変革の,強 力な媒体 として見られ

たのである」(1°)(強調は原著による)。 クロスランドは 「総合学校」への改革の目標を次のように
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述 べ て い る。 「総 合 学 校 を もつ こ と の 目標 は,… … 広 く分 岐 した地 位 を 持 つ 学 校 へ の 物 理 的分 離

によ って もた ら され る極 端 な社 会 的分 割 と,… … グ ラマ ー=ス クー ル(あ る い は,将 来 に お いて

はパ ブ リッ ク=ス クー ル)の 席 を勝 ち取 る こ とが で き な か った こと に よ る極 端 な社 会 的 憤 慨 を避

け る こ とで あ る」(11)。

2-2.特 徴:意 義 と問 題 点

統 合 主 義 原 理 は,教 育 にお け る分 離 に対 す る拒絶 を示 した と い う点 で は,意 義 を認 め る こ とが

で き る。 現 代 社 会 にお い て 中 等学 校 は,も はや選 ば れ た エ リー トの た め だ け の もの で は な く,将

来 の 市 民 を 生 み 出 す もの で あ る。 さ ら に,学 校 は 自動 的 に,子 ど も ・教 師 ・そ の他 の大 人 との間

に社 会 を 形 成 す る。 これ らの意 味 に お い て,社 会 操 作 そ の もの は,非 難 され るべ きで は な い。 本

稿 の最 初 に述 べ た よ うに,学 校 の原 理 とは定 義 上,そ れ が あ ざ す社 会 の見 解 を示 す もの な ので あ

る。

しか し統 合 主 義 原 理 に は い くつ か の問 題 が あ る。 この原 理 は,階 級 を学 校 に関 わ る社 会 の側面

と して強 調 す る。 三 分 岐 制 が 階 級 制 度 を反 映 し,こ の こ とが 文 化 的 分 離 の再 生 産 を もた らす の は

事 実 で あ る(iz)。しか し,単 な る社 会 的 混 合 を も た らす もの と して の 「総合 学 校 」 が,こ の 再生 産

を防 ぐ ことが で き る と い うの は,あ ま り に楽観 的 す ぎ る考 え で あ る こ とは,既 に先 行 研 究 に よ り

明 らか で あ る('3>。

この 原 理 は,学 校 を形 成 の場 と して 認識 す るが,学 校 内 に お け るカ リキ ュ ラム と教 育 過 程 の変

革 の必 要性 にっ いて の着 目は な か った。 この原 理 を支 持 した論 者 た ち は,「 知 的 発 達,特 に 今 ま

で剥 奪 され て き た労 働 者 階 級 の 子 ど も た ち の た め の,新 し い機 会 を,必 ず し も強 調 しな か っ

た」(正4)。例 えば,ク ロ ス ラ ン ドは,次 の よ うに 述 べ て い る。 「常 識 か らい って も ア メ リカ の経 験 か

らい って も,そ れ[能 力 に よ る グ ル ー ピ ング を しな い こ と]は,本 当 に深 刻 な 水 準 の 低 下 と,賢

い子 ど もに過 度 に不 利 な条 件 を与 え る こと にな ろ う。 ス トリー ムへ の 能 力 に よ る分離 は,依 然 と

して必 須 で あ る」(15)。

つ ま り,こ の 原 理 は,「 総 合 学 校 」 を,学 校 の イ ンテ イ ク(入 学 者 の決 定 の 仕 方)に よ って の

み定 義 付 け,新 しい教 育 を 提案 す る もの で はな か った。 後 に 見 るよ うに,こ の原 理 は,「 教 育 」

を 「社 会 的」 目的 の た あ に犠 牲 に す る もの と して,批 判 され るよ うに な る。 こ の批 判 は,し ば し

ば 「総 合 学校 」 そ の もの の拒 絶 に もな る こ とにっ い て も,次 節 で述 べ る。

-15一



3.能 力主 義原 理

3-1.定 義

統合主義原理を強 く批判した論者の一人,ボ イソンは次のように述べる。「社会的に構成 され

た総合学校 は,社 会的価値が一貫 して強調 され,… …アカデ ミックな卓越性は,二 次的な目的に

とどまるか,全 く目的にならない」Cis)。ボイソンの批判 には,概 念上の混乱も見 られ る。 ボイ ソ

ンは,「平等主義的見方は,近 隣総合学校が,公 爵の息子 と港湾労働者の息子を同 じ学校で教育

することによって,階 級制度を終わらせることができるとする」(17)と述べる。批判の対象となっ

ている 「平等主義Jの 見地が,社 会的混合を主張する統合主義原理であるであることは明らかで

あるが,氏 は,統 合主義原理が近隣学校を二次的にしか位置づけないことに注意を払 ってはいな

い。

さて,ボ イソンが 「総合学校」の正当化の根拠 として認めたのは,試 験の結果 と雇用に強 く結

びついたものとして理解される 「アカデ ミックな卓越性」であった。氏は 「アカデ ミックな機会

の向上に基づ く総合学校は,国 の,ア カデ ミックな才能の最大化のための最良の道 となりうる」

と主張する('8)。本稿では,こ のような 「総合学校」の理解を,能 力主義原理と呼ぶことにする㈹。

能力主義原理は,総 合学校の成否の判断基準を,生 徒の外部試験における成功の最大化におく。

従って 「総合学校」は,第6年 級で十分な選択肢を提供する必要から 「少なくとも1400人」(z°)規

模でなくてはならず,「能力的に均衡のとれたインテイク」(21)を確保する必要か ら 「近隣学校 で

あってはな らない」C22)。統合主義原理を批判するにも関わらず,こ の原理 は,均 衡のとれたイ ン

テイクを重要視 し近隣学校を批判する点では,共 通の主張をしているのである。

能力主義原理は,ク ラウザー報告書(1959)や リビンズ報告書(1963)に 示されたような,

「才能の浪費」の減少を減らそうとする,経 済的要求に強 く結びついている。また,「教育機会」

拡大の要求は,一 定階層の親の願いをも反映するものであった。ウイリアムズは,1961年 当時,

職業構造の変化によって,労 働力の提供によって生計をたてる点では旧来の労働者階級 と共通す

るものの,提 供する労働力はある程度の訓練を必要とし,そ の訓練 は職場訓練ではなく教育制度

によって行なわれるという点では異なる性格を持った新 しい階級が拡大 していることを認識 し,

この階級 の教育制度への需要に言及 している(23)。

能力主義とは,職 の配分が,親 から受 け継 いだものではなく,本 人の 「能力」に基づくべきで

あると主張するものである(24)。この背景には,生 得的才能は,親 の地位 とは相関がないはずであ

るから,才 能を最大限に発達 させることができれば,雇 用 と社会的背景の間に相関がない,効 率

的で公正な社会がもたらされるはずである,と の仮定がある。 しかし,こ の仮定には2つ の誤 り
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がある。第一に,能 力主義は,「能力」による選別は公正であると主張するが,文 化的に中立的

な 「能力」など存在 しない(25)。第二に,能 力主義の実現のために教育制度の改革が求め られたこ

とは,教 育制度が職の配分を支配できるという仮定を示 しているが,こ の仮定 は第二次世界大戦

後から1960年代の聞の社会状況が生んだ幻想にすぎない・ハーグリーブスは・ この間の職業構造

の変化が中流の職に空白を生み出し,そ こに労働者階級出身の生徒が就職できたにす ぎないこと

を指摘 している(26)。つまり,社 会の流動性の増大が,社 会の開放性の増大という幻想を生んだの

である⑳。

1960年代は,「平等と社会的公正と経済的効率を増大 させるような方法で,教 育制度を変革す

ることができるということが広範に信 じられていた」「拡大 と楽観主義」の時代であった(28)。従っ

て能力主義原理は,一 定の説得力を持ちえたのである。では,こ のことが学校教育に対 して持っ

た影響は,ど のようなものだ っただろうか。

3-2.特 徴:意 義と問題点

第一の意義として,こ の原理が,統 合主義原理が持ちえた教育の不在の危険性を拒絶 した点を

挙げることができる。学校 は,社 会の要請に対応 して生徒を発達させる責任を持っ。統合主義原

理は,「寛容 と理解」を発達させるという新たな要請を指摘 したが,学 校が持 ってきた従来の役

割と,こ の新たな役割との関係を明 らかにはしていなかった。ボイソンが,「 教授の不在」(29).と

呼んだような状況が生まれる危険性があることは否定できない。

第二に,能 力主義原理が,11歳 試験を選抜の基準としては不適切 としたことにも,大 きな意義

がある。ただし,こ の原理は選抜そのものを否定するわけではない。学校の機能は,資 格や職の

配分機能に従属するものとして理解 されている。 ここでの社会は,階 級または職業階層,す なわ

ち経済的ヒエラルキーの側面から捉えられ,社 会的背景が子 どもの将来の職を規定 しないという

意味での開放的な社会は求められているものの,ヒ エラルキー構造の再生産そのものは是認され

ている。従 って,職 の配分のための選抜は拒否されえない。だが,能 力主義原理は,い っどのよ

うな 「能力」に基づいて選抜が行なわれるべきかを明 らかにしていない。生得的な才能またはそ

の発達の形態としての 「能力」と,学 校教育によって付加されたアチーブメントとの区別もない。

従 って,ア チーブメントの不平等が,生 得的才能の不均等,ま たは試験での成功や就職の希少性

を根拠に,容 易に正当化されうるのである。

更にこの原理は学校の選抜機能に焦点を当てる。つまり,学 校は,社 会階級を上昇するための

道具と見倣される。従って 「総合学校」の目的は,将 来における職業上の成功,財 や権力の獲得

に従属する。「総合学校」は,三 分岐制が持 っていた,子 どもの社会的背景に関係する障壁を持

たない学校としてのみ認識 される。 そこには,将 来の成功 に対 し価値があると既 に受 け入れ られ
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た 「能 力 」 を再 検 討 す る余 地 は な い。 事 実 ボイ ソ ンは,次 の よ うに伝 統 的 価 値 の拡 大 を支 持 して

い る。 「総 合 学 校 は,ア カデ ミ ックな 伝統 を,同 一 年 齢 集 団 の よ り多 くに提 供 しつ っ も維 持 し,

で きれ ば強 化 す る こ とが必 須 で あ る」㈹。 っ ま り この原 理 は,学 校 へ の イ ン テ イ ク の 改 革 を 別 に

す れば,教 育 の過 程 の いか な る変 革 も認 め な い。 「ア カ デ ミック」 な教 育 に限 定 して も,こ の原

理 に は,全 ての 生 徒 の学 習 を 向 上 させ る た めの 提案 は何 も見 い だ され な い。 ボ イ ソ ンは,伝 統 的

方 法 と規 律 をっ よ く支 持 して い る(3D。

能 力主 義 原 理 は,「 ア カ デ ミック な伝 統 」 に適 応 す る のが 難 しい生 徒 にっ い て は 注 意 を 払 わ な

い。 しか し,そ の後 数 々 の研 究 が,学 校 生 活 を 拒絶 す る生 徒 の存 在 を 指摘 して い る(32)。更 に ハ ー

グ リー ブス は,明 示 的 な逸 脱 行 動 を示 して い な くて も,学 校 生 活 に コ ミッ トして い な い生 徒 が 数

多 い と主 張 して い る㈹。

この原 理 にお け る 「総 合 学 校 」 の成 否 の一 番 明瞭 な基 準 は,学 校 の規 模 で あ る。 第6年 級 で 十

分 な選 択 肢 を提 供 す るた あ に は,1960年 代 ・1970年 代 にお いて は,学 校 規 模 が 大 き くな る傾 向 が

あ った(卸。 この事 実 は,能 力 主 義 原 理 の影 響 力 を示 して い る。 しか し,大 規 模 校 にお いて は,統

一 性 を 維 持 す る のが 難 し くな らざ るを え な い
。

能 力 主 義 原 理 は,全 て の生 徒 の 学 習 過 程 の向 上 を,「 総 合 学 校 」 の成 否 の判 断 基 準 と して 認 め

な い。 実 際 の基 準 と な る の は,試 験 結 果 にお け る成功 で あ る。 この 基 準 にお い て 失 敗 す れ ば,三

分 岐 制 の 再 導 入 が 即 支 持 され る こ とに な るの で あ る(35)。

4.平 等 主 義 原 理1

4-1.定 義

平 等 主 義 原 理 は,学 校 教 育 を効 率 的 ま た は統 合 的 社 会 を 現 実 化 す る た め の単 な る道 具 と はみ な

さず,「 そ れ 自体 の 明 確 な成 功 の 基 準 」 を 持 つ べ きだ とす る㈹。 この 考 え を 最 も明 瞭 に示 した 論

者 の一 人,ド ー ン トは 「全 て の 子 ど もの 教 育 は,本 質 的 に等 しい価 値 を持 つ 」 と 主張 す る(37)(強

調 は原 著 に よ る)。 この よ うな 「等 しい価 値 」 の原 理 を,本 稿 で は平 等 主 義 原 理 と呼 ぶ 。

しか し,ド ー ン トに よ って 設 定 され た 「総 合 性 原 理 」 は,現 実 に適 用 す る とな る と,様 々 な 解

釈 を され る。 本 稿 で は,サ イモ ン,ロ ー ト ン,チ テ ィ,ホ ル トらの グル ー プが提 示 した一 つ の 解

釈 を,平 等 主 義 原 理1と 呼 ぶ。 彼 らは 「総 合 性 原理 」 を,共 通 文 化 とそ の文 化 へ の 全 て の子 ど も

の教 育可 能 性 に基 づ い て理 解 す る。

ホル トは,ド ー ン トの 「総 合 性 原 理 」 を,「 単一 の 共 通 文 化 を 提 供 す る共 通 学 校 の 概 念 」 と し

て再 解釈 す る㈹。 同 様 の理 解 は,チ テ ィの次 の叙 述 に も見 られ る。 「全 て の 子 ど も は,質 が 高 く

価 値 が あ る,一 将 来 の成 功 を め ざ した学 習 プ ロ グ ラムへ の ア クセ スを持 っ べ きで あ る」(39)(強
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調 は原 著 に よ る)。

「総 合 学 校 」 にお いて は,全 て の 子 ど もが 共 通文 化 に ア ク セ スを 持 っ こ とが必 要 不 可 欠 との理

解 は,全 て の 子 ど もの教 育 可 能性 へ の 信念 に基 づ い て い る。 サ イ モ ンは,子 ど もの能 力 が生 得 的

才 能 に決 定 され る とす る心 理 学 的 見地 を否 定 し,「 私 が 常 に主 張 して き たの は,子 ど も の 能 力 は

教 育 の 過程 で変 化 し発達 す る もの で あ り,こ の こ とが教 育 を 理解 す るの に最 も重 要 な点 で あ る と

い う こ とで あ る」 と述 べ て い る(4°)。チ テ ィ も同様 の信 念 を共 有 し,次 の よ うに 述 べ る。 「私 の16

年 間 の教 師経 験 に お け る指 針 は,子 ど もが獲 得 で き る もの を,低 く見積 も って は な らな い,と い

う こ とで あ る。 私 に と って は,そ れ が,総 合 学 校 改 革 の何 た るか の全 てで あ る。 す なわ ち,全 て

の子 ど もの教 育 可能 性 と,古 び た分 類 へ と強 い る こ との無 用 さへ の信 念 で あ る」(41)(強 調 は 原 著

に よ る)。

同時 に この理 解 は,全 て の子 ど もが ア ク セ ス で き る新 しい文 化 の創 造 を 求 め る。 平 等 主 義 原 理

の論 者 た ちが 支 持 す る共 通 文 化 は,能 力 主 義 原 理 の 論 者 が 支 持 す る伝 統 的 文 化 と は異 な り,文 化

は常 に再 創 造 さ れ る もの と して理 解 さ れ て い る(n2)。教 育 方 法 と内 部 組 織 も,柔 軟 な 改 革 の対 象 と

み な され る(43)。

平 等 主 義 原 理1は,「 総 合 学 校 」 を近 隣学 校 と して定 義 す る。 この定 義 は,次 に引 用 す る回 章

144に 見 い だ され る もの で あ る。 「総 合 学 校 は,一 定地 域 の 全 て の 子 ど もの 中 等教 育 を,三 分 岐 の

組 織 な しに提 供 す る こ とを め ざす もの で あ る」(44)(下線 は筆 者 に よ る)。 ベ ン とサ イ モ ン は,学 校

内 に地 域 コ ミュ ニテ ィを反 映 した 新 しい文化 を創 造 す る必 要 性 に 基 づ い て,近 隣 学 校 を 支 持 す

る。 「階 級 と人 種 の違 い を持 った社 会 にお いて,地 域 コ ミュ ニ テ ィの あ らゆ る 区 分 を 反 映 す る学

校 一 そ れ も,パ ブ リッ ク,グ ラマ ー,モ ダ ン=ス クー ル に 見 られ た よ うな人 工 的 な割 合 で は な

く,地 域 コ ミュニ テ ィに見 られ る割 合 に お い て反 映 す る学 校 一 は,し ば しば これ らの違 い を も

反 映 す るで あ ろ う。 … …総 合 学 校 は,生 徒 に社 会 か ら隠 れ る機 会 で は な く,よ り広 範 な コ ミュ ニ

テ ィに普 及 して い る社 会 的 現 実 の条 件 に お い て学 ぶ機 会 を提 供 す る の で あ る」(as)。

こ こで,平 等 主義 原 理1の 論 者 が 支 持 す る の は人 工 的 な 「社 会 的 混 合 」 で は な く,学 校 が地 理

的 な コ ミュ ニ テ ィに基 づ くべ き で あ る とい う点 に優 先 権 が あ る点 を こ こで 確 認 して お か ね ば な ら

な い。 サ イ モ ンは,学 区 制 定 の考 え 方 に,近 隣 学 校 を 支 持 す る もの と,「 社 会 的 混 合 」 の 最 大 化

を図 るべ き だ とす る ものの 種 類 が あ る こ と を認 め た上 で,「 私 は,郊 外 に お い て の み な らず 都 会

に お い て も,近 隣 原 理 を総 合 学 校 改 革 が 基 づ く原 理 と して 認 め る こ と を 主 張 した い」㈹,「 そ れ

[社会 的混 合]は,起 こるか も しれ な い し,起 こ らな い か も しれ な い が,総 合 教 育 の必 要 条 件 と

は見 な され な い」(47)と述 べ て い る。

この よ うな 優 先 の 仕 方 は,再 び,全 て の者 に と って 善 い もの で あ る 「単 一 の共 通 文 化 」 の存 在

を信 じる こ と に基 づ いて い るよ うに 思 わ れ る。 平 等 主 義 原 理1に お いて,善 き教 育 内容 と して位
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置づけられているのは,「将来の成功をあざした」 ものである。チティにも,学 校が平等な市民

を育てる機能を持 っていることへの着目は見 られるがC48),この原理は,社 会的不平等は本質的に

は経済的不平等に基づくとの立場にたっ。サイモンは,次 のように述べている。「より公正な社

会の獲得については,様 々な場における,政 治的行動の問題である。……もちろん,問 題は,技

術革新時代における先進工業国が,高 水準資格者を生み出す,効 果的で,柔 軟な中等制度 一 そ

れは総合学校においても可能となるものであるが一 を必要 とするという点で,社 会的で もあ

る」(49)(下線は筆者による)。 ここでの 「政治的」「社会的」 という用語は,「教育的」とは対比的

に用いられているという点で,次 節で見る平等主義原理2の 用法 とは異なっている。また,教 育

に対する 「社会的J要 請 も,人 的資源の供給に主として関わっているものとして理解されている。

社会を貧富に関わる次元でのみ捉えるのならば,「総合学校」に関わる議論は単純 なものとな

りうるだろう。「総合学校」のすべきことは,「貧富の差」の縮小である㈹)。近隣学校原則に則っ

た 「総合学校」は,貧 しい地域にある場合不利な学校となる可能性があるが,サ イモンは,近 隣

学校は 「たとえ 『一階級』学校であったとして も,地 域,親,子 どもなどとの緊密な関係を築 く

ことで」生徒を疎外 しない学校となることができるのであり,学 校間格差は資源の追加的支給に

よって解決されるべ きものと,捉 えているのである(51)。

このような 「総合学校」理解は,あ る意味では伝統的なものであった(52)。しかし,1960年 代に

おける社会の流動性の増加とともに,統 合主義原理 と能力主義原理が普及するに従い,伝 統的な

「総合学校」理解は影の薄いものとなる。 しか し,両 者が幻想であることが明 らかになるに従い,

改めて平等主義原理1の 意義が問いなおされはじめていると言えよう。

4-2.特 徴:意 義 と残された課題

この原理の第一の意義は,全 ての子どもの教育可能性への信念を明確に示 したことである。こ

の原理は,生 得的な才能の不均等に基づいてアチーブメントの不平等を正当化することを,明 瞭

に否定 し,教 育におけるある種の平等を実現する責任を学校は負うと主張するのである。

しかし,そ こには残された課題 もある。最 も根本的な問いは,社 会は,全 ての ものにとって

善きものである共通文化を持ちうるのかというものである。1980年 代に入ると,文 化的異質性

(heterogenei七y)を 重視する論者が登場する。例えば ドナル ドは,次 のように述べる。 「単純な

平等主義よりも参加と配分の正義,共 有された人間性 より文化的異質性を強調することは,総 合

学校に問いを投げ掛けるものとなる」(53)。もちろん,文 化的異質性の強調は,教 育の分化の再導

入をもた らす危険がある。 しか し,そ れが 「総合学校」に対 し,避 けられない問いを投げ掛けて

いることも事実である。例えば,「将来の成功」を強調するこの原理は 「労働者階級であること」

を悪いこととして見倣す傾向を持ちうる。 このことが労働者階級出身の生徒の尊厳を傷つけるこ
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とには結びっかないであろうか。更に,失 業率の高い社会において学校が 「将来の成功」を約束

できないとき,生 徒を教育を受けることへと動機づけることは可能なのであろうか。これらの問

いに対する答えは,カ リキュラムへの立ち入 った議論によって明 らかにされていくべきものと言

えよう。

5.平 等主 義原理2

5-1.定 義

「等 しい価値」の原理に対するもう一っの解釈が,ド ーント,ハ ーグリーブス,ラ ンソンにょっ

て提示 されている。本節では,そ の論理を明らかにするが,ま ず,こ れらの論者によって提示さ

れた解釈を,平 等主義原理2と 名付けることにしよう。

平等主義原理2は,平 等主義原理1と 同様,全 ての子どもの教育可能性への信念を持 っている

ことが,次 の引用か ら明 らかである。「私の主要な提案は,全 ての中等学校が,11歳 か ら14・15

歳の生徒たちに対する,中 心的なコア;カ リキュラムを持っべきだということである。……それ

は,能 力と社会的背景に関わりな く,あ らゆる生徒のための義務カリキュラムでな くてはならな

い」㈹(強 調は原著,下 線は筆者による)。 ここには,生 得的才能の不均等に基づいてアチーブメ

ントの不平等を正当化することへの拒絶が,明 確に見いだせる。

しか し,平 等主義原理2は,後 に述べるように,教 育される者の価値判断へより注意を払 うと

いう点で,平 等主義原理1と 性格を異にす る。換言すれば,「 どのような学校 が,善 い学校 と見

徹されるのか」 という問いへの答えを社会は選ばねばならない,と いうことを,平 等主義原理2

は主張するのである。この違いは,何 に起因するのであろうか。

まず,平 等主義原理2は,社 会の政治経済的側面に焦点をあてる形で,社 会と教育との関係を

捉える。社会の政治経済的側面とは,人 々がコミュニケーションを組織 し,様 々な財を評価する

という側面である。平等主義原理1に おいて焦点づけられた,社 会の経済的側面,す なわち職の

配分におけるヒエラルキー構造 も,社 会の政治経済的側面の評価対象である。ハーグリーブスは,

個人と社会とを互いに依存 しあう概念として捉えなおしている(55>が,これは社会の政治経済的側

面への着目に根ざしていると言えよう。

これは,「総合学校」の目的を も,経 済的なものから政治経済的なものへと転換 させ るもので

ある。 ドーントは,教 育の目的を述べる際,個 々人とその環境との関係を強調する㈹。またハー

ブリーブスは,「教育制度は,人 間の尊厳の育成 という特別な機能を持つ」 と述べている(57)。こ

れらは,経 済的機能には還元 しっ くされない教育の機能への着目を示 している。

ハーグリーブスが,「尊厳の育成」の条件として,能 力の発達のみならず,個 人 とその人を取
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り巻 く人 々,ま た は その人 の社 会 的文 脈 に お け る位 置 を挙 げ て い る点(58)にも着 目す る意 義 があ る。

氏 は学 校 を,「 全 て の構 成 員 に,特 別 早 い時 期 に集 中 的 に,集 団 へ 参 加 す る機 会 を 与 え,集 合 的

な経 験 にお け る完 全 な社 会 化 を 保 障 す る」 機 関 と して重 要 視 し(59),そ の重 要 性 は,伝 統 的 に結 合

力 の強 か った労 働 者 階級 コ ミュニ テ ィで す ら崩 壊 しつ つ あ る1950・60年 代 以 降,特 に増 して い る

と考 え て い る㈹。

ラ ン ソ ン は,ハ ー グ リー ブス の理 論 を,「 ハ ー グ リー ブ ス は,私 が 呼 ぶ と こ ろの 『新 しい教 育 』

(`theneweducation')を 最 も総 合 的 に表 現 して い る」(61)と高 く評 価 す る。 ラ ン ソ ンの 定 義 に よ

れ ば,「 民 主 主 義 ・学 習 社 会 の た めの 教 育 で あ るく 新 しい教 育>CaneweducatiQn')と は,平

等 と公 正 の た め の教 育 で あ る総 合 教 育(comprehensiveeducation)の 本 来 の 目 的 を 更 新 し再 生

す る もので あ る。 「新 しい教 育 』(`theneweducation')と は,学 習 社 会 の た め の 新 しい教 育(a

neweducation)の 私 の解 釈 で あ る」(62)。

ラ ン ソ ンに よれ ば,学 習 社 会 と は,「 学 習 の価 値 と過 程 が 政 体 の中 心 に置 か れ る」 社 会 で あ る。

氏 の理 論 の 特 徴 は,次 の 引 用 に よ く表 され て い る。 「私 の主 張 は,社 会 が,教 育 が 面 して い る 問

題 に本気 で 対 処 す る な らば,そ の解 決 に は,既 に存 在 して い る制 度 の量 的拡 大 や単 な る適 応 を越

え る もの が 必 要 と され る とい う こ とで あ る。 む しろ,学 習 を構 成 す る原 理 を,道 具 的 ・技 術 的 な

合 理 性 か ら,学 習 社 会 にお け る道徳 的 ・政 治 的 な原 理 へ,経 済 的利 益 の た め の学 習 か ら,市 民 性

の た め の 学 習 へ と改 革 す る こ とが必 要 とな るだ ろ う」㈹。 氏 の,学 習 社 会 の理 論 は,教 育 を 人 生

の 一 段 階 に お け る も の と して の み捉 え る考 え 方 へ の批 判 を含 む もの で あ る㈹ が,学 校 の重 要 性 を

否 定 す る わ け で は な い。 筆 者 の イ ンタ ビュ ー に対 し,氏 は 「学 校 は,協 力 的 な学習 と コ ミュニテ ィ

へ の貢 献 に参 加 す る活 動 的 な学 習 者 の育 成 に,重 要 な役 割 を担 って い る。 … 学 校 は,市 民 性 の モ

デ ル と な る必 要 が あ る」 と答 え て い る(65)。

現 代 社 会 に お い て学 校 は,確 か に社 会 的 選 抜 の 機 能 を持 って い る。 しか し,学 校 が,教 育 機能,

人 格 発 達 の保 障 機 能 を もって い る こ と もま た,事 実 で あ る。社会 の政 治経 済的 側面 へ の着 目に よ っ

て,「 総 合 学 校 」 の 目的 と機 能 が,社 会 的選 抜 機 能 に還 元 され きれ な い もの で あ る こ とを 理 解 す

る ことが で きる の で あ る。

社 会 は,中 等 学 校 に,複 合 的 な役 割 を担 わせ る。 す な わ ち,子 ど もた ちを市 民 と して統 合 し,

同時 に将 来 の進 路 に向 けて 分 化 させ る と い う役 割 で あ る。 中等 教 育 段 階 にお い て,子 ど もた ちは,

自分 の社 会 へ の参 加 の仕 方 を 選 ぶ こ とで,自 分 の アイ デ ンテ ィテ ィを確 立 しな くて は な らな い。

従 って,中 等 教 育 は,能 力 の発 達 と い う 目的 だ け で な く,自 己 と社 会 との関 係 の認 識 に基 づ い た

ア イデ ン テ ィテ ィの 発 達 とい う 目的 を も持 た な い わ け に い か な い。 こ う して,平 等 主 義 原 理2に

基 づ けば,「 総 合 学 校 」 は,全 て の生 徒 を将 来 の政 治 経 済 的 社 会 にお け る平 等 な 構 成 員 と して 用

意 す る学 校 と して,定 義 さ れ る こ とに な る。
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平 等 主 義 原 理2に 基 づ く学 校 改 革 に は,二 つ の 観 点 が 必 要 とな る。 まず第 一 に,学 校 が 全 て の

生 徒 に保 障 す べ き ア チ ー ブ メ ン トと は何 か を 考 え ね ば な らな い。 経 済 的価 値 に還 元 しつ くされ な

い価 値 に基 づ いて 教 育 を評 価 す るた め に は,教 育 そ の もの の 成功 の基 準 が必 要 で あ る。 平 等 に保

障 され るべ き教 育 の 結果,付 加 され た 価値(valueadded)で あ る ア チー ブ メ ン トは,そ の 基 準

と な る もの で あ り,ま た市 民 性 の ミニ マ ム=エ ッセ ン シ ャル を示 す もの で もあ る。 ハ ー グ リー ブ

ス は,ILEAの 報 告書 「中 等学 校 の 向上 』(以 下 『ハ ー グ リー ブ ス報 告 書』)(66)を作 成 した際,

「ア チ ー ブ メ ン トにっ いて の 明 確 な哲 学 」 の欠 如 が 最 も深 刻 な問 題 で あ る考 え られ た こ と を,振

り返 って述 べ て い る(67)。

第二 の観 点 は,学 校 の価 値 判 断 に関 わ る もの で あ る。 「総 合 学 校 」 を,将 来 の 社 会 に お け る平

等 な構 成 員 を用 意 す る学 校 と捉 え な お す平 等 主 義 原 理2に お い て は,社 会 の 構 成 員 と して の要 件

を 明 らか に す る必 要 が生 じる。 ハ ー グ リー ブ ス は次 の よ うに述 べ る。 「コ ミュニテ ィ中心 カ リキ ュ

ラム[ハ ー グ リー ブ ス の主 張 す る共 通 カ リキ ュ ラム]が,コ ミュ ニ テ ィにお け る活 動 的 で 有 益 な

構 成 員 とな る に必 要 な知 識 と ス キ ル を子 ど もた ち に付 与 す る こと を あ ざす とす れ ば,根 本 的 な 問

い は,子 ど もた ちが 現 在 どの コ ミュ ニ テ ィの 構 成 員 で あ り,学 校 を 去 る と き どの コ ミュ ニ テ ィの

構 成 員 と な るで あ ろ うか,と い う もの で あ る。 これ らの 問 いが あ る程 度 答 え られ な い か ぎ り,必

要 とさ れ る知 識 とス キ ルを 特 定 す る立 場 に は立 て な いで あ ろ う」(68)。同様 の考 え は,次 の ラ ン ソ

ンの言 葉 に も見 られ る。 「<新 しい教 育>Caneweducation')は,論 争 的 な 問 題 で あ り,全 て

の者 が 自分 な りの 解 釈 を持 っ に 違 い な い。 従 って,学 校 の 価 値 の判 断 が,ま ず最 初 に く る。 カ リ

キ ュ ラ ム は,〈 新 しい教 育 〉 の実 現 の た め の道 具 で あ る」(69)。

こ こで 提起 され た 問 い に答 え る こ と は容易 で は な い。 ハ ー グ リー ブ ス自身 「現 代 社 会 に お い て

我 々 は皆,多 元 な コ ミュニ テ ィに属 して い る。 コ ミュニ テ ィの一 員 た る こ と は しば しば変化 す る。

我 々 が構 成員 で あ る コ ミュニ テ ィ問 に は,相 互 に摩 擦 が存 在 す る可 能 性 が あ る」 事 実 を指 摘 して

い る㈹。 さ らに,こ の原 理 が 「総 合 学 校 」 の 目的 を政 治 経 済 的 な もの と して 捉 え る もので あ る以

上,そ の価 値 判 断 は政 治 的 ・道 徳 的 な もの と な らざ る を え な い。 この困 難 が,以 下 に述 べ る,論

者 た ち の学 校 選 択 へ の好 意 的 な態 度 を説 明す る。

近 隣学 校 原 則 を支 持 す る平 等 主 義 原 理1は,選 抜 の み な らず 学 校 選 択 を も否定 す る理 論 で あ る。

ドー ン トは 「総 合 学 校 に と っ て,コ ミュ ニ テ ィ=ス ク ー ル と して の 発 展 は,… … 本 質 的 で あ

る」(7')と考 え るが,こ こで い う コ ミュ ニ テ ィは,地 理 的 な 近 隣 コ ミュ ニ テ ィ に限 定 され て は いな

い。 氏 は,「 基 本 原 則 は単 に,学 区 の全 て の子 ど もは,ど こに住 ん で い るか に 関 わ らず,全 て の

学校 へ の入 学 権 を主 張 で き る と い うこ と で あ る」(72)とい う ジ ェ ン ク スの意 見 を 紹 介 し,「 この 考

え は,明 らか に,等 しい価 値 の 原理 と矛 盾 しな い ば か りか,直 接 的 な 翻 訳 で あ る」 と述 べ て い

る㈹ 。 ドー ン トは,実 用 的 な政 策 と して は近 隣 学 校 の維 持 を主 張 す る もの の(va),実 用 的 な政 策 と
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しての支持と,原 理 としての支持が区別されるべきことは,言 うまでもない。

同様な学校選択への支持は,ハ ーグ リーブスの1996年 の記事に,よ り一層明確な形で表れる。

記事において氏はまず,最 近の主張の動向を,「選抜主義者」・「伝統主義者」・「進化主義者」 の

3グ ループに分類する。「選抜主義者」 とは,11歳 試験 とグラマー=ス クールの価値を信 じ,「総

合学校」は失敗 した,と 主張する。「伝統主義者」 は,「総合学校は成功 しており,従 って変化か

ら守 られるべきである」と主張する。ハーグリーブスは,「伝統主義者」について次のように説

明する。「ある伝統主義者にとっては,総 合学校は,理 想的には 『混合』またはバ ランスに関わ

るもの一 共学,あ らゆる能力幅と,あ らゆる社会階級,文 化的,民 族的,宗 教的背景 とを備え

たもの一 である。またある者にとっては,理 想的には,近 隣学校またはコミュニティ学校であ

る」㈹。この説明か ら,「伝統主義者」 とは,本 稿で言 う,統 合主義原理 ・能力主義原理の論者と,

平等主義原理1の 論者を指すことが理解できる。

ハーグリーブス自身は,自 己を 「進化主義者」 に属するものと捉えている。 「進化主義者 の主

張は,… …総合学校は失敗 したというものではなく,そ の現在の形態は十分よいものではないと

いうものであり,解 決は選抜の再導入ではないというものである。進化主義者は,総 合性原理が

侵害されないかぎり,学 校がとる形態にっいて偏見のない見方をする」㈹。ここで氏は,「総合性

原理」を 「能力による選抜の禁止という 『消極的』観点 一 これには入学に対す る統制を必要 と

する一 と,一 定の限定をもったナショナル=カ リキュラムで保護 された上で,生 徒たちのカ リ

キュラムへの権利を保護するという 『積極的』観点」㈹ という,2っ の特徴を持っものとして定

義する。 この定義は,教 育可能性への信念の一っの表れとして読み取 ることがで きる。 このよう

な 「総合性原理」 による保護を維持 した上で,氏 は多様性 と選択をむしろ推奨する。ただし,こ

こでいわれる選択 は,「需要に導かれた」「競争的な」 ものではなく,「供給に導かれた」「多元的

な」ものとして主張されていることに注意が必要である。

このような平等主義原理の解釈の登場の背景には,現 代社会における多様性が,階 級のみにて

は捉えられないことへの着 目があると言えよう。「総合学校」の登場は,社 会的階級が社会 にお

ける多様性の最も重要な側面であるとする政見に結びついていた。階級間対立は,依 然深刻な問

題であるが,「総合学校」改革の過程では,人 種,宗 教,性 別といった観点での社会的多様性 が

着目され始めた㈹。結果として,学 校と社会 との関係 も問いなおされることとなったのである。

この問 い直 しの背景には,学 校についての社会学的研究の成果 もあると言えよう。第3節 で触

れたように,社 会学的研究のなかには,学 校文化が,一 定 グループの生徒が学校生活にコミット

することを困難にしていることを明らかにしているものがある。学校の持っ包括性の向上を問 う

ためには,教 育する者の立場からのみならず,教 育される者の立場での価値判断に注意を払わざ

るをえないのである。
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5-2.特 徴:意 義と残された課題

平等主義原理1・2は 共に,「等 しい価値」の原理と普遍的教育可能性を信 じているものであ

る。 しか し,そ の信念の解釈 と適用については,相 互に補い合う視点を提出 している。

平等主義原理2は,学 校の価値 に関係 した価値判断に着目する。 この原理が,学 校の 「成功の

明確に定義 された基準」を創設するために,こ の観点に着 目した意義 は大 きい。「ハーグ リーブ

ス報告書』が,学 校 とそれをとりまく人々や機関,す なわち教師 ・親 ・生徒 ・地域の人々 ・小学

校や他の中等学校 ・産業界や労働組合などをも巻 き込んだネ ットワークを発展 させるような 「イ

ノベーション=エ クスチェンジ」を提案の核に位置付けていることは,学 校がそれを取 り巻 くコ

ミュニティの要請 と無縁には,そ の目的を定めることができない事実への着目を示 している。た

だ しこの原理は,ど の規模のコミュニティにおいて,ど のような方法でこの基準についての公的

議論が制度化されうるのかについては,明 確な答えを与えてはいない。

関連 した問題として,学 校選択が選抜と分離を生み出すことなしに実現され うるのか という問

いもある。ボールは,「選択は,そ の定義からいって,全 ての者にとって入手可能なものではな

い。それは決 して入手可能なものではあ りえない」 とい う立場にたっ㈹。 チテ ィは,「 総合制

[近隣学校制]は,そ れ自体では全ての生徒にとっての立派な教育を保障 しない」 としっっ も,

「それは,人 間の可能性への明確な信念を表現 し,生 徒の多 くを二級市民 として見限 ることを防

ぎうる,唯 一の制度である」と主張 している(8°)。このような意見に対 し,平 等主義原理2は,代

替の制度のモデルをまだ示 してはいない。

平等主義原理2に おける学校の政治経済的機能への認知は,学 校 は能力の発達だけでな くアイ

デンティティの形成を保障する必要があることを明らかにした。 しか し,能 力の発達 とアイデン

ティティ形成 との関係は,ま だ明らかではない。 この関係が明らかにならない限り,平 等主義原

理1が 細心の注意を払 った,学 校の能力発達保障に関わる機能を無視する危険性があることに,

注意が必要である。

6.結 論 総 合 中等学 校 の理論 的再 定義

本稿では,現 在までに登場 している 「総合学校」の原理を検討 し,そ れを4グ ループに分類 し

た。第一の分類である能力主義原理は,「総合学校」を能力混合を実現する学校 として定義 し,

伝統的な 「アカデミック」な価値の拡大をめざすものである。それに対 し,第 二の分類である統

合主義原理は,「総合学校」を社会的混合を実現するものとして定義 し,寛 容性を育成 や社会意

識の向上をもたらすといった社会的役割をも学校 に期待する。 しか し,両 者 は 「総合学校」を均

衡のとれたインテイクの観点からのみ定義 し,学 校の伝統的価値の変換を意図しないという点で,
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共 通 し て い る。

一 方 後 者 の2っ
,平 等 主 義 原 理1・2は,普 遍 的 教 育 可 能 性 を 信 じ,「 全 て の 子 ど も の 教 育 は,

本 質 的 に 等 しい 価 値 を 持 つ 」(8')と い う 「等 し い 価 値 」 の 原 理 を 支 持 す る も の で あ る。 しか し,そ

の 原 理 を 実 現 す る た め の ア プ ロ ー チ の と り方 に お い て,両 者 の 間 に は 違 い が あ る 。 平 等 主 義 原 理

1が,単 一 の 共 通 文 化 の 存 在 を 信 じ,近 隣 学 校 原 則 を 支 持 す る の に 対 し,平 等 主 義 原 理2は,社

会 に あ る 多 様 な 文 化 の 存 在 を 強 調 し,学 校 の 価 値 判 断 の 基 盤 と な る コ ミ ュ ニ テ ィ に っ い て,よ り

柔 軟 な 理 解 を 示 す も の で あ る 。

この 分 類 は,「 総 合 学 校 」 を 支 持 す る理 論 の 間 に も,多 様 な 対 立 点 が あ る こ と を 示 し て い る 。

「総 合 学 校 」 を 支 持 す る理 論 と し て,4っ の 原 理 を 一 括 す る こ と は,4者 の 間 に 存 在 す る 重 要 な

論 点 を 曖 昧 に し,ひ い て は 「総 合 性 」 の 実 現 を 妨 げ る も の と な る こ と は 明 ら か で あ ろ う。

最 後 に,こ の 論 文 に お い て,総 合 学 校 を,全 て の 子 ど も の 教 育 可 能 性 へ の 信 念 に 基 づ い た 「等

し い 価 値 」 の 原 理(こ れ を 総 合 性 原 理 と 呼 ぶ)を 実 現 す る 学 校 と し て,仮 説 的 に 再 定 義 し た い 。

上 記 の 分 類 に お け る 平 等 主 義 原 理1・2は と も に,総 合 性 原 理 の 解 釈 と して 位 置 づ け る こ と が で

き る。 こ の 再 定 義 に よ り,総 合 学 校 に っ い て の 研 究 は,総 合 性 原 理 の 具 体 的 実 現 の 形 態 は い か な

る も の と な る か に,焦 点 づ け ら れ る こ と と な る で あ ろ う㈹ 。

註
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V2S,D.,TheChallengefortheComprehensiveSchool,1982,p.113.(以 下,Hargreaves,1982)

(4)註(1×9)を 参 照 の こ と。
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